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カスタマーハラスメント法案を参議院に提出！！

日頃より私の活動に対し、深

いご理解とご支援を頂き心より
感謝申し上げます。
1月17日に召集された通常国
会も150日の会期を終え6月15
日に閉会しました。
国会の法案審議は、その多く
は各省庁から提出される政府
法案が中心となりますが、立法
府である国会としても政党など
から法律を提出することが出来
ます。今回、国民民主党からは、
「消費者対応業務関連特定行為
対策の推進に関する法律案」
（いわゆる、カスタマーハラスメ
ント対策法）を提出しました。

令和元年に労働施策総合 推進法が国から提出され、その中で女性活躍推進法の一部を
改正する法律案として、パワハラをはじめとする職場におけるハラスメントに対して、事業主の雇
用管理上の措置が設けられることとなりました。

この際、カスハラに関しては条文上の定めではなく、別途指針として取り組むべき内容に盛り込
まれましたが、法律という意味での対応が図られるまでには至りませんでした。

その後、指針に基づき国はカスハラの実態把握に関する調査費や、カスハラ対策の広報に掛か
る予算をつけましたが、改めて、悪質クレームや迷惑行為をする消費者に対して、事業者が行う取
り組みを定めた法律案を独自に提出しました。

法案自体は会期終了に伴い審議未了という扱いになりますが、この先も国民民主党単独ではく、
広く国民全般の課題としてカスハラに取り組むよう他党にも働きかけをしながら、成立に向けて励
んでまいります。

さて、臨時国会の召集まで本格的な国会論戦の場はありませんが、新型コロナ感染症もいまだ
収束はしておらず、経済活動の再開に向けた具体的な方策など、政府にしっかり対峙していくため
にも、引き続き皆様からの変わらぬご支援・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

参議院議員 田村まみ



LINE友達大募集！「田村まみ＠応縁団」で日々の活動をご報告中

決戦モードで奔走！！
皆さんへのお願い、集会参加、国会見学ご挨拶…
かわいたかのり議員の決戦の日まで後わずか

走り続けます！

こんにちは！
かわいたかのり議
員の一番の応援団
田村まみです！！


